
 

 

議案第 31 号 

 

専決処分につき承認を求めることについて 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについては、市議会

を招集するいとまがなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定により、平成１８年３月３１日別紙のとおり処分したから、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

平成１８年５月１７日提出 

生駒市長 山 下  真 

 

 



 

 

専第 ３ 号 

 

専  決  処  分  書 

 

 生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  平成１８年３月３１日 

                       生駒市長 山 下  真 

    

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第３条の２の前の見出し中「平成１５年度から平成１７年度まで」を「平

成１８年度から平成２０年度まで」に改め、同条を次のように改める。 

第３条の２ 宅地等に係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ｡)に１

００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の



 

 

課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調整都

市計画税額」という｡)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。 

附則第３条の３から第３条の５までを次のように改める。 

第３条の３ 前条の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成１８年

度から平成２０年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては１０分の８、商業地等に

あっては１０分の６を乗じて得た額（当該住宅用地又は商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該住宅用地又は

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額を超える場合にあっては、前条の規定にかかわらず、当該

都市計画税額とする。 

第３条の４ 附則第３条の２の規定の適用を受ける宅地等に係る平成１８年度か

ら平成２０年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあって

は、附則第３条の２の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第３条の５ 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が０．８以上の



 

 

ものに係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都市計画税の額

は、附則第３条の２の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都

市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額（当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下この条において「住

宅用地据置都市計画税額」という｡)を超える場合には、当該住宅用地据置都市

計画税額とする。 

附則第３条の５の次に次の２条を加える。 

第３条の６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０

．７以下のものに係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都市計

画税の額は、附則第３条の２の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という｡)とする。 

第３条の７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え

るものに係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都市計画税の額

は、附則第３条の２の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又



 

 

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という｡)とする。 

附則第４条の見出し中「平成１５年度から平成１７年度まで」を「平成１８年

度から平成２０年度まで」に改め、同条中「平成１５年度から平成１７年度まで

」を「平成１８年度から平成２０年度まで」に改め、「都市計画税の課税標準額

」の次に「（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

」を加える。  

附則第６条から第６条の３までを次のように改める。 

第６条 市街化区域農地に係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の

都市計画税の額は、前条の規定により市税条例附則第１５条の規定の例により

算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化

区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

価格の３分の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除

く｡)又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税額」とい

う｡)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。 

第６条の２ 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成１８年度から



 

 

平成２０年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街

化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０分の８を乗じて得た額

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（

第２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前条の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第６条の３ 附則第６条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成１８年

度から平成２０年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当

該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じて

得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、

附則第６条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

 附則第６条の３の次に次の１条を加える。 

第６条の４ 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が

０．８以上のものに係る平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第６条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当

該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該市街化区域農地が当該年度分の



 

 

固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く｡)又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下この条において「市街化区域農地据置都市計画税額」とい

う｡)を超える場合には、当該市街化区域農地据置都市計画税額とする。 

附則第８条中「附則第３条の２及び第３条の３」を「附則第３条の２及び第３

条の４」に、「附則第３条の２の「前年度分の都市計画税の課税標準額」」を「

附則第３条の２、第３条の５及び第３条の６の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」」に、「附則第２５条第２項において読み替えて準用される法附則第１８

条第２項に､｣を「附則第２５条第７項において読み替えて準用される法附則第１

８条第７項に、附則第３条の３及び第３条の５の「住宅用地」とは法附則第１７

条第３号に、附則第３条の３、第３条の６及び第３条の７の「商業地等」とは法

附則第１７条第４号に､｣に、「附則第３条の２から第４条まで及び第６条から第

６条の３まで」を「附則第３条の５から第４条まで及び第６条の４」に、「附則

第１７条第６号ロ」を「附則第１７条第８号ロ」に、「附則第１８条第２項に、

附則第５条から第６条の２まで」を「附則第１８条第７項に、附則第５条から第

６条の４まで」に、「附則第２７条の２第２項」を「附則第２７条の２第５項」

に、「附則第１８条第２項に規定する」を「附則第１８条第７項に規定する」に

改める。 

附則第９条中「附則第１５条第３項、第１７項、第１８項、第３９項、第４１

項、第４５項、第４８項、第４９項、第５１項、第５２項若しくは第５４項から

第５９項まで」を「附則第１５条第２項、第１５項、第１６項、第３５項、第３

７項、第４１項、第４４項、第４５項、第４７項、第４８項、第５０項、第５１

項、第５２項、第５３項、第５４項、第５５項若しくは第５８項」に改める。 



 

 

附則第１０条を次のように改める。 

第１０条 地方税法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第７号）附則第１

５条第１項の規定により、平成１８年度から平成２０年度までの各年度分の都

市計画税については、法附則第２５条の３の規定を適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成１８年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、平成１７年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。 

 

 


